
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の耕耘刃１，１．．．を取り付けた耕耘パイプ２の上方を主カバー３で覆い、この主
カバー３の後部に間隔Ａを有してリヤカバー４を備えるロータリ耕耘具５において、主カ
バー３の後端左右中央部に 揺動支持部６ 間隔
Ａの上方を迂回 メインロッド７を後方に向かって突設
し、このメインロッド７の左右突設端部にリヤカバー４を 取り付けると共に
、前記主カバー３とリヤカバー４間の前後方向の該間隔Ａ 幅広の弾性板体８ 取り付
け さらに、この幅広の弾性板体８

リブ状肉厚部９，９．．を設けたことを特徴とするロータリ耕耘具のリヤカバー連結
支持装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ロータリ耕耘具のリヤカバー連結支持装置に関する。
この発明は、リヤカバーの連結支持装置であって、詳しくは、ロータリ耕耘具の上方を覆
う主カバーに対し、その後方に取り付けたリヤカバーを均平性能を保つように支持しよう
とするものに関する。
【０００２】
【従来の技術、および、発明が解決しようとする課題】
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従来のロータリ耕耘具は、耕耘具の上方を覆う主カバーに対しリヤカバーをヒンジである
左右方向の軸を介して取り付けていたので、耕耘刃の掘削作用により飛散した耕耘土塊が
リヤカバーの一部に土塊が衝突するとリヤカバー全部が後ろに逃げてしまい、衝突により
リヤカバーが前後方向への移動を繰り返すと、リヤカバー後端縁は地表面上で上下を繰返
すことになって、地表面にピッチング方向の凹凸が生じやすく均平性能低下が生じやすか
った。また、左右方向に軸を有するものはローリング方向には軸を介して剛体に近いので
、走行機体が地面の凹凸によりロータリ耕耘具のリヤカバーが後方から見て左右方向に揺
動すると、隣の耕耘部の表面に対して段差を生じる不具合があった。
【０００３】
これらを解消するために、主カバーとリヤカバー間をゴム板を介して連結するものが出現
したが、ゴム板部分が軟らかいとリヤカバーが上下にも左右にも軽く逃げてしまい、均平
性能を向上するためにはリヤカバーを重くする必要があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
この発明は、従来装置のこのような不具合を解消しようとするものであって、次のような
技術的手段を講じた。即ち、複数の耕耘刃１，１．．．を取り付けた耕耘パイプ２の上方
を主カバー３で覆い、この主カバー３の後部に間隔Ａを有してリヤカバー４を備えるロー
タリ耕耘具５において、主カバー３の後端左右中央部に 揺動支持部６

間隔Ａの上方を迂回 メインロ
ッド７を後方に向かって突設し、このメインロッド７の左右突設端部にリヤカバー４を

取り付けると共に、前記主カバー３とリヤカバー４間の前後方向の該間隔Ａ
幅広の弾性板体８ 取り付け さらに、この幅広の弾性板体８

リブ状肉厚部９，９．．を設けたことを特徴とするロー
タリ耕耘具のリヤカバー連結支持装置とした。
【０００５】
【実施例】
図例は、農用トラクターの機体１０後部に昇降自在に取り付けて、土壌表面を掘削し走行
するロータリ耕耘具５であって、このロータリ耕耘具５の上部と後部を覆う主カバー３と
リヤカバー４部に、この発明を折り込んでいる。
ロータリ耕耘具５は、農用トラクターの機体１０後端上方に固設した、左右方向中央のヒ
ッチ１１部にトップリンク１２の前端を枢支しており、該トップリンク１２の後端にはマ
スト１３の前端を枢支している。また、トラクターの機体１０後端左右下方にはロワーリ
ンク１４，１４の前端部を枢支している。該ロワーリンク１４の後端には、左右方向中央
近傍の伝動ケース１５より左右側方に突出した左右のビーム１６，１７に固設した支持プ
レート１８，１８部を取り付けている。また、ロワーリンク１４，１４の前後方向中途部
には、左右のリフトロッド１９，１９の下端部を取り付けている。該左右のリフトロッド
１９，１９上端部は、機体１０の後部上方に備えた左右のリフトアーム２０，２０の突設
後端に取り付けており、リフトアーム２０を上下回動操作することにより、ロータリ耕耘
具５を昇降可能としている。
【０００６】
前記、中央近傍の伝動ケース１５上にはマスト１３を枢支しており、該マスト１３中途部
と前記支持プレート１８，１８間を左右の補強リンク２１，２１で補強接続している。
そして、前記右方のビーム１７側端にはサイドプレート２２が固設され、左方のビーム１
６側端にはサイド伝動ケース２３が固設されている。該サイドプレート２２とサイド伝動
ケース２３下端間には、耕耘パイプ２が左右方向に軸架されており、該耕耘パイプ２外周
に耕耘刃１，１．．を取り付ける爪ホルダー２４，２４．．が複数個溶接されている。
【０００７】
耕耘パイプ２の駆動は農用トラクターの機体１０後端に突出したＰＴＯ軸２５から、自在
継手２６を介して中央近傍の伝動ケース１５の入力軸２７に伝達される回転力により駆動
している。図示しないが入力軸２７より入力した駆動力は、ベベルギヤを介して左方のビ
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ーム１６内の伝動軸からサイド伝動ケース２３内上部のスプロケットに伝わり、上部のス
プロケットからチェーンを介して下方の耕耘パイプ２側端部の下部スプロケットを駆動す
る通常の駆動伝達としている。耕耘パイプ２の駆動回転に伴い、耕耘刃１，１．．掘削に
よる耕耘土の上方飛散を防止するため、矢印「イ」方向に回転する耕耘刃１，１．．．．
の先端の回転軌跡上方を主カバー３で覆っている。また、主カバー３から間隔Ａを開けて
後方を覆うリヤーカバー４を位置させて設けている。この間隔Ａ部には、主カバー３やリ
ヤカバー４と略同幅の幅広の弾性板体８を、その上端部と下端部を夫れ夫れ主カバー３の
後端部とリヤカバー４の前端部にボルト，ナット等の締付具を介して一体的に取り付けて
おり、これらにより、回転する耕耘刃１，１．．．の上部から後部方向の全体を覆ってい
る。
【０００８】
弾性板体８は、幅広でゴム材や樹脂材等の変形可能な材料で構成されており、例えば薄肉
の平板であれば、主カバー３に対してリヤカバー４は動き易いものとなって、作業時に飛
散する掘削泥土がリヤカバー４に当たったり、農用トラクター機体１０の前進に伴う掘削
泥土の表面凹凸による、リヤカバー４の上下移動や左右移動や捩じれの動きはあまり規制
されずリヤカバー４の位置変動が激しくなる。図例の弾性板体８は左右両側方と中央部と
に、前後方向に向かうリブ状肉厚部９，９．．を複数本備えている。このリブ状肉厚部９
の厚さや幅を変更することにより、リヤカバー４の動きを規制できる。
【０００９】
図１～図３で示すリブ状肉厚部９は、単に弾性板体８と同一の弾性材としているが、図４
の断面図で示すように、リブ状肉厚部９の前後方向内部に板バネ２８を一体的に焼き付け
等で内装してもよい。このようにすると、板バネ２８表面をゴム材等で錆びや摩耗等から
保護すると共に、リヤカバー４の動き規制も増大する。２９，２９．．は取付孔であって
、前後の主カバー３とリヤカバー４部に取り付け時の強力固定に利用する。
【００１０】
主カバー３の後端部上面には、左右方向中央部に一対の中央金具３１を突設しており、こ
の突設端に左右方向に貫通する孔を設け該孔部に、リンクボール的に首振り自在の揺動支
持部６を有するメインロッド７の前端部を、軸３２で取り付けている。メインロッド８は
後端部を二又状に分岐させた分岐ロッド３３の前部に一体取り付けとしており、その分岐
ロッド３３後端側をリヤカバー４に縦方向に設けた主フレーム３４，３４にボルト，ナッ
トまたは溶接等で固着している。
【００１１】
リヤカバー４は鉄板製の薄板であって、ロータリ耕耘具５の略２ｍ程度の全幅後部に亘っ
て吊り下げられており、リヤカバー４後端部を袋状に折り返した接地面３５として加圧時
の左右方向の強度を保っている。リヤカバー４の前後方向の強度は、前述の主フレーム３
４，３４とリヤカバー４の左右方向端部に縦方向に設けたサブフレーム３６，３６で保っ
ている。主フレーム３４とサブフレーム３６は夫れ夫れ下部開口「コ」字状の薄鉄板であ
って、その開口側をリヤカバー４上面に沿って溶接して一体化した補強枠である。
【００１２】
主カバー３の後端部上面には他に、左右両側端近傍に夫れ夫れ側方金具３７，３７と、そ
の内方で略左右対称に左右の上部ステー３８，３８を突設している。側方金具３７の後方
に対応するリヤカバー４部には、前述したサブフレーム３６が位置しており、サブフレー
ム３６の前端に設けた側方受金３９と側方金具３７間をそれぞれテンションロッド４０，
４０で連結している。テンションロッド４０の前後端部は横方向のピンで軸支されており
、このピン部分ではリヤカバー４は上下方向に揺動自在としており、リヤカバー４の大き
な動きを制限しているものである。要部構成のリブ状肉厚部９を強くすれば、このテンシ
ョンロッド４０をなくすことも可能である。
【００１３】
上部ステー３８は図１で示すように、主フレーム３４の上面に夫れ夫れ設けた下部ステー
４１との間に、プッシュプルロッド４２を取り付けており、プッシュプルロッド４２に取
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り付けたバネによりリヤカバー４の揺動下限と上動時の加圧力調節を行なっている。この
構成について詳述すると、主カバー３から一体に後方に突設するステー３８の先端部には
コマ４３の脚４４，４４が支持され、該コマ４３に設けられた上下方向貫通の孔にプッシ
ュプルロッド４２の上部が貫通状に取り付けられている。そして、突出上端部に押圧バネ
４５を介して上方ロック具４６が取り付けられ、プッシュプルロッド４２の下端部が下部
ステー４１にピンで軸着されている。さらにプッシュプルロッド４２の長手方向には複数
の係止溝を設けており、ストッパー４７を係止溝に押し込んでプッシュプルロッド４２を
コマ４３部に固定すると、リヤカバー４の上下動は固定される。このストッパー４７を解
除すると、プッシュプルロッド４２は、リヤカバー４の上下移動に応じてコマ４３の上下
方向貫通孔内を移動自由としながら、脚４４部で支持されている。また、コマ４３下方の
プッシュプルロッド４２外周には下部押圧バネ４８と下部ロック具４９が取り付けられて
おり、下部押圧バネ４８の下端部をコマ４３に押しつける位置を下部ロック具４９でスラ
イド調節することにより、リヤカバー４の接地圧を加圧側に調節できる。上方ロック具４
６の固定位置を、プッシュプルロッド４２外周で下方にスライド調節すると、ロータリ耕
耘具５を吊り上げたときのリヤカバー４の下限位置を高位置に変更調節できる。
【００１４】
図５は、主カバー３とリヤカバー４の間隔Ａを連結する弾性板体の別実施例であり、以下
前述した第一実施例と異なる点のみ説明する。
間隔Ａに硬度の固いゴムや樹脂板等である硬質弾性板体５０を取り付けて、リヤカバー４
ａの動きをある程度規制しているが、間隔Ａ部分は上方が開放と成っているから、ロータ
リ耕耘具５ａを昇降操作するときに、主カバー３ａに対しリヤカバー４ａが上下動するの
に伴い、硬質弾性板体５０が全体的に上下動容易である。この硬質弾性板体５０を、リヤ
カバー４前方下方にそのまま延出して背部をリヤカバー４に取り付け具の取付ピッチを小
さくして取り付けると、硬質弾性板体５０が固いために変形しにくく、耕耘刃１，１．．
で掘削した飛散泥土が表面に付着しやすい。
【００１５】
そこで、この別実施例においては、リヤカバー前方下方に延出するゴムや樹脂板等を、背
部をリヤカバー４に所定空間を開けて取り付けると共に、硬質弾性板体５０に対し硬度が
約半分程度の軟質弾性板体５１としている。
また図例では、硬質弾性板体５０の前縁部を締付具５２，５２．．で主カバー３ａの後端
部に取り付け、硬質弾性板体５０の後縁部をリヤカバー４ａから突設する側面視Ｌ字状の
Ｌ金具５３下面に締付具５４，５４．．で取り付けている。該Ｌ金具５３下面後部には軟
質弾性板体５１の前縁部が、取り付けられている。硬質弾性板体５０の後縁部と軟質弾性
板体５１の前縁部が、同時に押え板５５を介してＬ金具５３に取り付けられている。
【００１６】
軟質弾性板体５１の前後方向中間部は、複数箇所を支持ボス５６，５６．．．で、リヤカ
バー４ａ面との間に空間部を設けて締付具５７，５７．．で取り付けている。この空間部
と硬度の軟らかさにより、軟質弾性板体５１表面に叩き付けられる掘削泥土は柔らかく受
け止められるから、軟質弾性板体５１表面への泥土付着が少なくなる。
【００１７】
図例は、硬質弾性板体５０と軟質弾性板体５１を二枚の別部材にしているが、一枚の弾性
板で前後の硬度を変えても同効である。
【００１８】
【発明の作用効果】
この発明では、従来装置のこのような不具合を解消しようとするものであって、次のよう
な技術的手段を講じた。即ち、複数の耕耘刃１，１．．．を取り付けた耕耘パイプ２の上
方を主カバー３で覆い、この主カバー３の後部に間隔Ａを有してリヤカバー４を備えるロ
ータリ耕耘具５において、主カバー３の後端左右中央部に 揺動支持部６

間隔Ａの上方を迂回 メイン
ロッド７を後方に向かって突設し、このメインロッド７の左右突設端部にリヤカバー４を
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取り付けると共に、前記主カバー３とリヤカバー４間の前後方向の該間隔Ａ
幅広の弾性板体８ 取り付け さらに、この幅広の弾性板体８

リブ状肉厚部９，９．．を設けたことを特徴とするロ
ータリ耕耘具のリヤカバー連結支持装置としているので リヤカバー４は

。
【図面の簡単な説明】
【図１】リヤカバー部を断面した耕耘具を本機後部に取り付けた、全体側面図である。
【図２】一部断面した、ロータリ耕耘具全体の斜視図である。
【図３】カバー廻りの、全体平面図である。
【図４】要部別図例の、断面側面図である。
【図５】弾性板体の、さらなる別図例である。
【符号の説明】
１　　耕耘刃
２　　耕耘パイプ
３　　主カバー
４　　リヤーカバー
５　　ロータリ耕耘具
６　　揺動支持部
７　　メインロッド
８　　弾性板体
９　　リブ状肉厚部
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、 、地表面の凹凸
によってピッチング方向及びローリング方向、或いは捩じれの方向に動かされるときでも
追従性が良く、反面、動き過ぎる場合は、前記弾性板体８の左右両側部と中央部に設けた
前後方向で且つ上向きに突設するリブ状肉厚部９，９．．によりこの動きを規制するので
均平性能が良い



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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